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次

告

示

○
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阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
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条
例
別
表
第
一
十
八
の
三
の
表
に
規

定
す
る
機
関

(

建
築
指
導
課)

一
ペ
ー
ジ

告

示

岐
阜
県
告
示
第
六
百
九
号

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
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条
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平
成
二
十
一
年
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阜
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条
例
第
三
十
三
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一
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八

の
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す
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機
関
を
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よ
う
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め
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阜
県
知
事

古

田

肇

一

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律(

昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号)

第
七
十
六

条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
建
築
物
調
査
機
関
で
、
業
と
し
て
建
築
物
を
設
計
し
、
若
し
く
は
販
売

し
、
建
築
物
の
販
売
を
代
理
し
、
若
し
く
は
媒
介
し
、
又
は
新
築
の
建
築
物
の
建
設
工
事
を
請
け
負

う
者(

以
下｢

建
築
関
連
事
業
者｣

と
い
う
。)

に
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
で
な
い
も
の

イ

当
該
機
関
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
建
築
関
連
事
業
者
が
会
社
法(

平
成
十
七

年
法
律
第
八
十
六
号)

第
八
百
七
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
親
法
人
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
機
関
の
役
員(

会
社
法
第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員)

に
占
め
る
建
築
関
連
事
業
者
の
役
員
又
は
職
員(

過
去
二

年
間
に
当
該
建
築
関
連
事
業
者
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。)

の
割
合
が
二
分
の
一

を
超
え
て
い
る
こ
と
。

ハ

当
該
機
関(

法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員)

が
建
築
関
連
事

業
者
の
役
員
又
は
職
員(

過
去
二
年
間
に
当
該
建
築
関
連
事
業
者
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者

を
含
む
。)
で
あ
る
こ
と
。

二

住
宅
の
品
質
の
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号)

第
五
条
第
一

項
に
規
定
す
る
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関(

申
請
に
係
る
建
築
物
に
住
宅
以
外
の
建
築
物
が
含
ま
れ

( ) 平成24年12月26日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
六
日



て
い
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